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警備業者は、道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危

険を防止するため必要と認める交通誘導警備業務について、当該警備業務を行う場所

ごとに、交通誘導警備業務に係る１級又は２級の検定合格警備員を１人以上配置しな

ければなりません。

富山県公安委員会では、検定合格警備員の配置が必要な交通誘導警備業務につい

て、配置基準を次のとおり見直し、７路線を認定したうえで令和７年６月１日から施行し

ます。

〇 前回認定した路線（令和７年５月31日まで有効）

路 線 区 間

１ 国道８号 富山県の全域

２ 国道41号 富山県の全域

３ 国道156号 富山県の全域

４ 国道160号 富山県の全域

５ 国道415号 富山県の全域

６ 主要地方道富山立山公園線 立山有料道路を除く富山県内の区域

〇 今回認定した路線（令和７年６月１日から施行）

路 線 区 間

１ 国道８号 富山県の全域

２ 国道41号 富山県の全域

３ 国道156号 富山県の全域

４ 国道359号 富山県の全域

５ 国道415号 富山県の全域

６ 主要地方道富山立山公園線 立山有料道路を除く富山県内の区域

７ 県道八幡田稲荷線 富山県の全域

※ 今回、新たに認定された路線 国道359号、県道八幡田稲荷線

前回認定から除外する路線 国道160号

警備業者に交通誘導警備を依頼される際は、上記のとおり認定

された路線では、検定合格警備員の配置が義務付けられているこ

とについて、御配意いただきますようお願いします。
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